
企業版ふるさと納税について

 制度概要
・地方公共団体が行う地方創生の取り組みに対する企業の寄附について法
人関係税を税額控除する制度

・山武市では平成30年度から制度を開始。令和元年度末に寄附が可能な事
業を拡大

・寄附対象は「山武市まち・ひと・しごと創生推進計画」に紐づく事業

 全国の実績

・令和２年度に企業版ふるさと納税の制度改正があり、企業が
受けられる税の優遇措置が６割から９割に引き上げられたことや、企業版ふるさと納税制
度を開始するときの市町村の手続きが簡素化されたため、大きく増えています。

認定団体数
・令和４年４月１日現在で寄附受入れが可能な団体は 1,422 団体（46 道府県、1,376 
市町村）です。

１回あたり
10万円以上の
寄附が対象

寄附企業への
経済的な見返り

禁止

本社が
市内にある企業は

対象外

制度活用にあたっての注意点

第１回山武市まち・ひと・しごと創生戦略会議資料
令和４年８月２日

【資料２】
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企業版ふるさと納税の実績（R03）について

• 寄附実績 １社

• 企業名

下村特殊精工株式会社

• 寄附額 ※非公表を希望

• 寄附対象事業

「美しい海水浴場整備事業」

• 令和４年４月７日に感謝状贈呈式を実施

※過去の実績

年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

寄附件数 ０件 ０件 ０件 １件
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今後の企業版ふるさと納税への課題・取り組みについて

• 課題

１．認定されている『まち・ひと・しごと創生総合戦略』、『地域再生計画』の時代との齟齬
両計画は令和元年度（2019年度）に認定されたものであり、当時の主要な取り組みであるオリ・パラ関連の事業が記載されていたり、近年の

トレンドである自治体ＤＸ関連事業が記載されていないなどの問題があり、現状を反映させる必要があります。

２．山武市の知名度の低さ
市内に所在する企業が対象外となるため、市外の企業に向けた広報活動が必要となります。

• 取り組み

１．まち・ひと・しごと創生総合戦略の改定
６月７日に閣議決定されたデジタル田園都市国家構想基本方針によると、国のまち・ひと・しごと創生総合戦略を年末を目途に抜本的に改訂し、

デジタル田園都市国家構想総合戦略（仮称）を策定し、地方に地方版まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂を求めるとされました。

山武市も自治体ＤＸなどの事業を行うために早期の改定に取り組みます。

２．市外に所在する企業に向けたＰＲ方法の検討
内閣府が開催している「地域経済活性化に向けた企業版ふるさと納税活用セミナー＆マッチング会」などのイベントへの参加や、寄附を行いたい企業との

マッチング支援の活用などの検討を行います。
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